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 インボイス制度が始まります 

■適格請求書（インボイス）とは 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を

伝えるものです。 

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、

「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された

書類やデータをいいます。 

＜売手側＞ 

 売手である登録事業者は、買手である取引相手（課

税事業者）から求められたときは、インボイスを交付

しなければなりません（また、交付したインボイスの

写しを保存しておく必要があります）。 

＜買手側＞ 

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則と

して、取引相手（売手）である登録事業者から交付を

受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。 

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、

一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載

され取引相手の確認を受けたものを保存することで、

仕入税額控除の適用を受けることもできます。 

 

■適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要 

令和５年 10 月１日以後、区分記載請求書等保存方式に

おける請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業

者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入

税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者は、

取引の相手方である課税事業者から求められた場合、

適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者

（登録を受けることができるのは、課税事業者に限ら

れます。）は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書

発行事業者の登録申請書（以下「登録申請書」といい

ます。）を提出する必要があります。 

登録申請書は、e-Tax を利用して提出できます。 

 

電子データでの登録通知を希望していただくことで、 

 

・書面より早期に登録通知書を受領することができる 

・通知書等一覧内にデータ保管されるため、登録通知

書の紛失のおそれがない 

 

などのメリットがあります。なお、登録通知書は、原

則として再発行を行いませんので大切に保管してくだ

さい。 

 

インボイス制度が始まる令和５年 10 月１日から登録

を受けようとする事業者は、原則として、令和５年３

月 31 日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請

書を提出する必要があります。 

なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則とし

て、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業

者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登

録簿に登載された日が令和５年 10 月１日から令和 11

年９月 30 日までの日の属する課税期間中である場合

は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受ける

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求

書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者

の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。 

ただし、登録を受けなければ、適格請求書を交付する

ことができないため、取引先が仕入税額控除を行うこ

とができませんので、このような点を踏まえ、登録の

必要性をご検討ください。 

また、適格請求書発行事業者は、販売する商品に軽減

税率対象品目があるかどうかを問わず、取引の相手方

（課税事業者に限ります。）から交付を求められたとき

には、適格請求書を交付しなければなりません。 

一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の

者に対する交付義務はありませんので、例えば、顧客

が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付

する必要はありません。 

 

■適格請求書発行事業者の情報の公表方法 

適格請求書発行事業者の情報（登録日など適格請求書

発行事業者登録簿に登載された事項）は、「国税庁適格

請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場

合又は効力を失った場合、その年月日が「国税庁適格

請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

具体的な公表情報については、次のとおりです。 

法定の公表事項 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 

② 法人については、本店又は主たる事務所の所在地 

③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内

において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その

他これらに準ずるものの所在地 

④ 登録番号 

⑤ 登録年月日 

⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日 

 

適格請求書発行事業者公表サイトに 屋号（お店の名

前） を公表することができます！ 

 

 

 

 

 

 

■消費税の計算（仕入税額控除） 

 

 

 

 

 

 

 

課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る

消費税額を差し引いて計算します。 

 

一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求

書等の保存が仕入税額控除の要件となります。 

 

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外

の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控

除の適用を受けることはできません。 

 

■簡易課税制度 

一定の場合、簡易課税制度という納税額の計算方法を

選択することができます。 

 

 

 

 

簡易課税制度においては、事業形態により、第 1 種か

ら第 6 種までの 6 つの事業に区分し、それぞれの事業

の課税売上高に対し、第 1 種事業については 90 パー

セント、第 2 種事業については 80 パーセント、第 3

種事業については 70 パーセント、第 4 種事業につい

ては 60 パーセント、第 5 種事業については 50 パーセ

ント、第 6 種事業については 40 パーセントのみなし

仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


